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特例特定小型原動機付自転車だけが路側帯や標識により
自転車の通行が認められた歩道を通行することができます。

特例特定小型原動機付自転車
以外の電動キックボード等は、
路側帯や歩道を通行できません。

全ての電動キックボード等が

・免許不要となるものではありません。
・歩道等を通行することができるものではありません。

警察庁ウェブサイト
特設ページ

（注）電動機の定格出力等により自動二輪車等となる場合があり、必要な免許も変わります。

「普通自転車等及び歩行者等専用」標識

警察庁ウェブサイト
交通事故防止のための

啓発動画
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